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(57)【要約】
【課題】チューインガムの生地に添加された香料が、速やかにかつ強く放出されるチュー
インガムを提供する。
【解決手段】粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/又は多価アルコールを含有
する液状乳化香料組成物とを併用してガム生地に添加することで、チューインガムからの
香料の香味発現が促進され、かつ増強される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/又は多価アルコールを含有する液状乳化
香料組成物とを、ガム生地に添加することを特徴とするチューインガムからの香料の香味
発現促進及び/又は増強方法。
【請求項２】
液状乳化香料組成物中の乳化物の平均粒子径が、０．０１μｍ～２μｍである請求項１記
載のチューインガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法。
【請求項３】
液状乳化香料組成物中の乳化剤が、界面活性剤である請求項１又は２記載のチューインガ
ムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法。
【請求項４】
界面活性剤が、グリセリン脂肪酸エステル及び/又はショ糖脂肪酸エステルである請求項
３に記載のチューインガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法。
【請求項５】
粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/又は多価アルコールを含有する液状乳化
香料組成物とを、ガム生地中に含有することを特徴とするチューインガム。
【請求項６】
液状乳化香料組成物中の乳化物の平均粒子径が、０．０１μｍ～２μｍである請求項５記
載のチューインガム。
【請求項７】
液状乳化香料組成物中の乳化剤が、界面活性剤である請求項５又は６記載のチューインガ
ム。
【請求項８】
界面活性剤が、グリセリン脂肪酸エステル及び/又はショ糖脂肪酸エステルである請求項
７に記載のチューインガム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、チューインガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法、及び香料の香
味発現が促進及び/又は増強されたチューインガムに関するもので、より詳しくは、粉末
香料組成物と液状乳化香料組成物とをガム生地に含有する上記方法及びチューインガムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
チューインガムのガム生地に添加されている香料組成物としては、粉末香料組成物、油溶
性香料組成物及び水溶性香料組成物などが知られている。
粉末香料組成物は、香料成分を乳化剤などを用いて乳化した後、噴霧乾燥法によってマイ
クロカプセル化したもので、光や空気に対して安定性が良く、運搬、保管、計量、配合な
どの際にも取り扱いが便利なため、インスタント食品、錠剤菓子、ビスケット、チューイ
ンガム、医薬品製剤などに幅広く利用されている（特許文献１、２）。
油溶性香料組成物は、香料成分を油性溶剤に溶解させた液体香料で、耐熱性があり、製菓
用の高濃度の着香料として、加熱工程のある食品類、例えばキャンデー、チューインガム
、チョコレート、焼き菓子などに使用されている。
水溶性香料組成物は、香料成分をエタノール、プロピレングリコール、グリセリン等の水
性溶剤に溶解させた液体香料で、主に飲料、冷菓、ゼリーなどに使用されているが、一部
チューインガム等にも使用されている。
【０００３】
しかしながら、チューインガムにおいては、そのガム生地が香料を吸着して放出しにくい
ために、ガム生地からの香料の放出量は、油溶性香料組成物又は水溶性香料組成物の場合
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には全添加量の約１０％であり、粉末香料組成物の場合でも約２５％しか放出されず、ガ
ム生地に添加した香料の放出が促進され、かつ強く発現される技術は未だ開発されていな
い。
一方、乳化香料組成物は、香料成分を乳化剤や安定剤を用いて水に分散させ、乳化均質化
した乳状の液体香料組成物で、フルーツ系のソフトドリンクや冷菓、医薬品などに広く使
用されているが、これまでチューインガムに用いられている例は乏しい。
油溶性香料と糖アルコールと乳化剤を含有する乳化香料組成物を、チューインガムの糖衣
に用いた例はあるが（特許文献３）、液状乳化香料組成物を粉末香料組成物と共に、チュ
ーインガムの生地に添加したものは知られていない。
【特許文献１】特開平４－２９３４５４号公報
【特許文献２】特開平８－１７３０８０号公報
【特許文献３】特開２００５－１６０４３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、チューインガムのガム生地に添加された香料の香味が、速やかにかつ強く発現
する方法、及び香料の香味が速やかにかつ強く発現するチューインガムを提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
この発明の発明者らは鋭意研究の結果、粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/
又は多価アルコールを含有する液状乳化香料組成物とを併用してチューインガムのガム生
地に添加することで、粉末香料組成物や液状乳化香料組成物をそれぞれ単独で使用するよ
りも、チューインガムからの香料の香味発現が促進され、かつ強く発現されることを見出
して、この発明を完成した。
【発明の効果】
【０００６】
粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/又は多価アルコールを含有する液状乳化
香料組成物とをガム生地に添加することで、チューインガムからの香料の香味発現が促進
され、かつ強く発現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
本発明は、以下の態様を有するチューインガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強
方法、および香味発現が促進及び/又は増強されたチューインガムに関するものである。
項１．粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/又は多価アルコールを含有する液
状乳化香料組成物とを、ガム生地に添加することを特徴とするチューインガムからの香料
の香味発現促進及び/又は増強方法。
項２．液状乳化香料組成物中の乳化物の平均粒子径が、０．０１μｍ～２μｍである項１
記載のチューインガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法。
項３．液状乳化香料組成物中の乳化剤が、界面活性剤である項１又は２記載のチューイン
ガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法。
項４．界面活性剤が、グリセリン脂肪酸エステル及び/又はショ糖脂肪酸エステルである
項３に記載のチューインガムからの香料の香味発現促進及び/又は増強方法。
項５．粉末香料組成物と、香料、乳化剤、及び水及び/又は多価アルコールを含有する液
状乳化香料組成物とを、ガム生地中に含有することを特徴とするチューインガム。
項６．液状乳化香料組成物中の乳化物の平均粒子径が、０．０１μｍ～２μｍである項５
記載のチューインガム。
項７．液状乳化香料組成物中の乳化剤が、界面活性剤である項５又は６記載のチューイン
ガム。
項８．界面活性剤が、グリセリン脂肪酸エステル及び/又はショ糖脂肪酸エステルである
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項７に記載のチューインガム。
【０００８】
本発明において、粉末香料組成物及び液状乳化香料組成物に使用される香料は、油溶性香
料でも水溶性香料でも特に制限なく使用することができるが、油溶性香料を使用すること
が好ましい。
水溶性香料としては、例えばコーヒー、ハーブ、抹茶、紅茶、ガラナ、カツオ、ビーフ、
ホタテなどのエキストラクト、ストロベリー、メロン、バナナ、パイナップルなどのアロ
マ、及び合成香料化合物などが挙げられる。
【０００９】
油溶性香料としては、例えば動物性や植物性の天然原料から、揮発性溶剤や不揮発性溶剤
による抽出や超臨界抽出などにより得られる抽出物、水蒸気蒸留や圧搾法などにより得ら
れる精油や回収フレーバーなどの天然香料、化学的手法で合成された合成香料、これらの
香料を油脂や溶剤に配合・溶解した香料ベースが挙げられる。
これら油溶性香料の具体例としては、オレンジ油、レモン油、グレープフルーツ油、ライ
ム油、マンダリン油などの柑橘系精油類；ラベンダー油などの花精油又はアブソリュート
類；ペパーミント油、スペアミント油、シナモン油などの精油類；オールスパイス、アニ
スシード、バジル、ローレル、カルダモン、セロリ、グローブ、ガーリック、ジンジャー
、マスタード、オニオン、パプリカ、パセリ、ブラックペッパーなどのスパイス類の精油
又はオレオレジン類；リモネン、リナロオール、ゲラニオール、メントール、オイゲノー
ル、バニリンなどの合成香料類；コーヒー、カカオ、バニラなどの豆由来の抽出物、紅茶
、緑茶、ウーロン茶などのエキストラクト類；その他合成香料化合物、調合香料組成物な
どを、１種以上任意に組み合わせて使用することができる。
【００１０】
粉末香料組成物中に含有する香料と、液状乳化香料組成物中に含有する香料は同じもので
あっても良いし、異なるものであっても良い。
本発明における粉末香料組成物中の香料と、液状乳化香料組成物中の香料の配合割合は、
使用する香料によって異なるが、通常前者１に対して、後者は０．０１～１０、好ましく
は０．０５～１である。例えば、l -メントールを使用する場合には、前者１に対して後
者は０．１～１である。
チューインガムに含有される香料は、使用する香料によって異なるが、これら組成物中の
合計量として、０．０１～２重量％、好ましくは０．０５～１重量％添加することが好ま
しい。例えば、l -メントールを使用する場合には０．１～０．５重量％添加される。
また、チューインガムに対する粉末香料組成物と液状乳化香料組成物の合計添加量は、０
．１～１０重量％、好ましくは０．５～５重量％である。
【００１１】
液状乳化香料組成物に使用される多価アルコールの例としては、グリセリン、プロピレン
グリコール、ポリエチレングリコール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、エ
リスリトール、マンニトール、グルコース、ラクトースなどが挙げられる。
【００１２】
液状乳化香料組成物に使用される乳化剤は、特に限定されず、食品などに広く用いられて
いる既知の乳化剤や分散剤である。具体的には、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪
酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、レシチン、キラヤ抽出物、サポニン、ポリソル
ベート、アラビアガム、ガティガムなどが挙げられるが、グリセリン脂肪酸エステルやシ
ョ糖脂肪酸エステルなどの界面活性剤が好ましく、その中でもHLBが１２以上、より好ま
しくは１４以上のものがより効果が大きい。
【００１３】
この発明に用いる液状乳化香料組成物は、上記乳化剤を水や上記多価アルコールに溶解し
て乳化剤溶液とし、上記香料と混合して、高圧ホモジナイザーなどを用いて乳化して製造
することができる。
液状乳化香料組成物中の乳化物の平均粒子径は０．０１μｍ～２μｍであり、好ましくは
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【００１４】
この発明に用いる粉末香料組成物は、上記液状乳化香料組成物と同様にして、上記乳化剤
を水や上記多価アルコールに溶解して乳化剤溶液とし、上記香料と混合して、コロイドミ
ルなどを用いて乳化した後、噴霧乾燥法によってマイクロカプセル化することで製造する
ことができる。
この発明に用いる粉末香料組成物に使用する乳化剤としては、上記の液状乳化香料組成物
に使用される乳化剤の中で、アラビアガムが一般的であるが、ショ糖脂肪酸エステル、グ
リセリン脂肪酸エステル及びレシチンのうちの２種以上を併用することが好ましい。
【００１５】
さらに、本発明では粉末香料組成物、液状乳化香料組成物に加えて、油溶性香料組成物及
び/又は水溶性香料組成物を併用することもできる。
【００１６】
この発明に用いる液状乳化香料組成物及び粉末香料組成物には、本発明の効果を妨げない
範囲において、抗酸化剤、キレート剤、色素、ビタミン類、増粘多糖類などを含有してい
ても良い。
【００１７】
本発明のチューインガムは、ポリエステル、ポリカーボネート、酢酸ビニル樹脂などを使
用したガムベースに、糖、糖アルコール、酸味料、軟化剤、色素などが練りこまれた生地
に、さらに上記粉末香料組成物および液状乳化香料組成物を添加して練り込むことにより
、常法により製造される。
このようにして製造されるチューインガムには、風船ガムなどのガム（板ガム、糖衣状粒
ガムなど）が含まれる。
【実施例】
【００１８】
以下に、本発明を実施例、製造例及び実験例により更に詳細に説明するが、本発明はこれ
らにより限定されるものではない。
なお、以下の各表の処方中で、特に記載のない限り単位は質量部である。
【００１９】
液状乳化香料組成物の製造
製造例１～３
表１のグリセリン、ソルビトール、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルお
よび水を混合したものに、l -メントール、抽出トコフェロール、食用油脂及びレシチン
を加熱混合溶解し、高圧ホモジナイザーを用いて、平均粒子径が１μｍと０．２μｍの２
種類の液状乳化香料組成物を製造した。
【００２０】
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【表１】

【００２１】
製造例４～６
表２のグリセリン、グリセリン脂肪酸エステル（２）、及び水を混合したものに、ライム
オイル、抽出トコフェロール、食用油脂、グリセリン脂肪酸エステル（１）及び酵素分解
レシチンを混合し、高圧ホモジナイザーを用いて、平均粒子径が０．２μｍの液状乳化香
料組成物を製造した。
【００２２】
【表２】

【００２３】
粉末香料組成物の製造
製造例７
【００２４】



(7) JP 2009-5691 A 2009.1.15

10

20

30

40

【表３】

アラビアガムとデキストリンを水に添加し、９０℃にて溶解する。
６０℃まで冷却し、これを撹拌下、l -メントールを食用油脂に溶解したものを添加して
、均一に混合する。次いで、コロイドミルにて乳化し、スプレードライにて粉末化して、
ｌ -メントールを含有する粉末香料組成物を製造した。
【００２５】
製造例８
【００２６】
【表４】

アラビアガムとデキストリンを水に添加し、９０℃にて溶解する。
６０℃まで冷却し、これを撹拌下、ライムオイル及び抽出トコフェロールを添加して、均
一に混合する。次いで、コロイドミルにて乳化し、スプレードライにて粉末化して、ライ
ムオイルを含有する粉末香料組成物を製造した。
【００２７】
実施例１
表５の処方に基づき、ガムベースに砂糖、コーンシロップ及びグリセリンを加え、さらに
製造例７の粉末香料組成物０．９重量％と、製造例２の液状乳化香料組成物０．２重量％
とを添加し（l -メントール量合計：０．２５重量％）、常法に従ってチューインガムを
製造した。
【００２８】
比較例１
表５の処方に基づき、製造例７の粉末香料組成物１重量％（l-メントール量：０．２５重
量％）を用いて、実施例１と同様にしてチューインガムを製造した。
【００２９】
比較例２
表５の処方に基づき、製造例２の液状乳化香料組成物２．５重量％（l-メントール量：０
．２５重量％）を用いて、実施例１と同様にしてチューインガムを製造した。
【００３０】
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【表５】

【００３１】
実験例１
実施例１及び比較例１、２で製造したチューインガムについて、清涼感と香料の放出速度
を、パネラー９名を用いて表６の５段階の評価方法にて評価した。結果を９名の平均値で
表７に示す。
（評価方法）
【００３２】
【表６】

【００３３】
【表７】

この実験結果から、粉末香料組成物と液状乳化香料組成物を併用する方が、それぞれを単
独で使用よりも清涼感、香料の放出速度とも優れていることがわかる。
また、液状乳化香料組成物の平均粒子径は、０．２μｍの方が１μｍと比べて清涼感、香
料の放出速度とも優れていることがわかる。
【００３４】
実施例２
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実施例１と同様にして、ライムオイルを含有する製造例８の粉末香料組成物０．８重量％
と、製造例５の液状乳化香料組成物０．２重量％とを用いて、表５の組成のチューインガ
ムを製造した。
　製造されたチューインガムからの香料の放出は、速やかでかつ強度の発現も十分なもの
であった。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
本発明により、チューインガムの生地からの香料の香味発現が促進及び/又は増強された
チューインガムを提供することができる。
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